
１．重要な会計方針

「公益法人会計基準（平成20年4月1日　平成21年改正内閣府公益認定等委員会）」を採用している。

①固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

②消費税等の会計処理方法

税込み方式を採用している。

２．会計方針の変更

該当なし

３．基本財産及び特定財産の増減額並びにその残高

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

土地 21,186,700 0 0 21,186,700

建物 1 0 0 1

定期預金 3,368,944 0 0 3,368,944

小計 24,555,645 0 0 24,555,645

特定資産

特定費用準備資金 6,703,835 93 0 6,703,928

６号財産（指定正味財産） 4,651,753 612,525 0 5,264,278

小計 11,355,588 612,618 0 11,968,206

合計 35,911,233 612,618 0 36,523,851

４．基本財産及び特定財産の財源等の内訳

科目 当期末残高 （うち指定正味財産からの充当額） （うち一般正味財産からの充当額）

基本財産

土地 21,186,700 0 (21,186,700)

建物 1 0 (1)

定期預金 3,368,944 0 (3,368,944)

小計 24,555,645 0 (24,555,645)

特定資産

特定費用準備資金 6,703,928 0 (6,703,928)

６号財産（指定正味財産） 5,264,278 (5,264,278) 0

小計 11,968,206 (5,264,278) (6,703,928)

合計 36,523,851 (5,264,278) (31,259,573)

５．固定資産の取得価格､減価償却累計額及び当期末残高

科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

基本財産

建物

　寄宿舎 9,928,670 9,928,669 1

小計 9,928,670 9,928,669 1

その他固定資産

備品

小計 0 0 0

合計 9,928,670 9,928,669 1

６．指定正味財産から一般正味財産への振り替え額の内訳

内容 金額

経常収益への振り替え 1,595,220

合計 1,595,220

財務諸表に対する注記


